


 

令和６年度 

 
１０月１５日（火）～ １０月２１日（月） 

 

違反建築の防止を図るため、茨城県における一斉建築パトロールを

実施します！ 
 
【実施日】上記期間（10月 15日～21日）内 

【実施機関】 

（茨城県）機関名 管内市町村 

県央建築指導室 笠間市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村 

県北県民センター 常陸太田市、常陸大宮市、大子町 

鹿行県民センター 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 

県南県民センター 
石岡市、龍ケ崎市、牛久市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、 

つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町 

県西県民センター 
結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、 

五霞町、境町 

【建築パトロール重点事項】 

○ 工事監理者の選定 
○ 中間検査及び完了検査の申請 

○ 確認済表示板の掲示 

○ ブロック塀の安全性の注意喚起 
 
※ 次の９市（特定行政庁）については、各市で実施します。 

水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、 
つくば市、ひたちなか市 

 

 
あなたの建物、違反建築 になって 

いませんか？ 

茨城県土木部都市局建築指導課 



あなたの住宅・店舗・事務所等を
安全に建てるための

（令和６年度版）

日本建築行政会議
国 土 交 通 省

◎このチェックリストで行っていないことがありましたら、もう一度確かめて必ず実施してください。

あなたの建築物が完成されました。
あなたには、確認済証・中間検査合格証・検査済証が交付されています。
大事に保管してください。
これらは住宅ローンの融資を受ける場合などや、
将来建築物を売買したり、増改築する場合などに大切な書類となります。

お問い合わせ先 相談窓口

建築基準法の役割

●建築基準法

●情報の公開・違反者への罰則など

●建築基準法のチェックは、次の3段階で行われます。

建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や
火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに
関する必要な基準が定められています。
建築物を建てる場合には、必ず守らなければなりません。

建築確認

中間検査＊

完了検査

＊中間検査は一定の規模、構造をもつ共同住宅等に対して法で定められた工程と、都道府県や
　建築主事等（建築主事又は建築副主事）のいる市区町村が指定した建築物の、指定された工
　程について行われます。

建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の
基準に適合しているかを確認します。

工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に
適合しているかを検査します。

安全性に深く関わる工程については、その工程が終
わった段階で、その建築物が法令の基準に適合して
いるかを検査します。

建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載
され、都道府県や建築主事等＊のいる市区町村で閲
覧できるようになっています。
また、違反建築物の建築主などへの罰則の規定が
設けられています。

＊建築物の計画が建築基準関係規定に適合していることを審査
する資格者。

建築工事の流れ 建築士の役割

●設計

●工事監理

建築計画の作成

建築着工

建築工事

工事完了

完成・使用開始

建築確認

中間検査

完了検査

建築確認申請

確認済証

中間検査
申請

完了検査申請

検査済証

中間検査
合格証

建築基準法を遵守しながら、安全性や機
能性などを考慮し、建築物の設計図書を
作成します。

工事監理とは、工事を設計図書と照合し、
工事が設計図書のとおり実施されている
かどうかを確認することをいいます。
工事を行うためには工事監理者を選定し
なければなりません。
工事監理は設計者に依頼する場合もあり
ますが、別の建築士を選定してもかまい
ません。

建築物を安全に建てるための建築基準法・建築士法 ●建築物を安全に建てるためのチェックリスト●

◎このチェックリストで行っていないことがありましたら、もう一度確かめて必ず実施してください。

設計・工事監理の依頼

工事監理は建築物に応じた資格を持つ建築士に依頼しましたか？

一級建築士・二級建築士・木造建築士設計は建築物に応じた資格を持つ建築士に依頼しましたか？

一級建築士・二級建築士・木造建築士契約前にあらかじめ重要事項説明を受けましたか？

中間検査の申請は行いましたか？

検査済証の交付を受けましたか？

完了検査の申請は行いましたか？

図書の作成・確認申請

中間検査合格証の交付を受けましたか？

一級建築士・二級建築士・木造建築士

中間検査が必要かどうか確かめましたか？

工事監理報告書等の提出はありましたか？

工事監理の委託を受けた旨の書面を建築士事務所から受け取りましたか？

工事監理

検　　査

設計図書の内容の説明はありましたか？

確認済証の交付を受けましたか？

設計の委託を受けた旨の書面を建築士事務所から受け取りましたか？

建築確認の申請は行いましたか？

一定の構造計算が必要な建築物について構造計算適合性判定の申請は行いましたか？
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地震、台風、積雪等に対する

建築物の
安全性の基準

火災による延焼、倒壊の防止、
階段等の避難施設の設置等に関する

火災時の
安全性の基準

居室の採光、換気、
給排水設備、衛生設備等の

環境衛生に
関する基準

敷地が一定の幅員以上の
道路に接することを
求める基準

都市計画において
定められた用途地域ごとに
建築することができる
建築物に関する基準

建築物の容積率
建蔽率の制限
高さの制限、日影規制 等に
関する基準

❶建築確認

❷中間検査

❸完了検査

構造計算適合性判定について

または

または

または

確認済証

中間検査
合格証

検査済証

住宅などの建築物を購入したり、賃借す
るときには、その建築物が建築確認や中
間検査、完了検査が行われたものである
かどうかの情報を得ることが重要です。
また、周囲で建築が行われようとすると
きに、その建築物がどのようなものであ
るかを知ることも必要でしょう。
このような観点から、建築基準法では、
右のような事項について都道府県や建築
主事等のいる市区町村において閲覧でき
るようになっています。

建築物の安全性などを確保するために、建
築物を建てる際には、行政の建築主事等ま
たは民間の指定確認検査機関による審査や
検査を受け、一定規模以上の建築物は、指
定構造計算適合性判定機関等の判定を受け
なければならないこととなっています。

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を
守るため、建築物に求められる性能などの
うち、建築物やそれによって構成される市
街地の安全、衛生等を確保するために必要
な基準が定められています。

❶ 設計

❷ 工事監理

工事監理の標準的な業務内容

閲覧内容のイメージ

以上のように、建築基準法・建築士法は
建築物を安全に建てるために
いろいろな手続きを定めています。
家を買う場合や、手続きを業者に委託して
家を建てる場合などには
確認済証・検査済証・工事監理報告書等により
適法で安全な建築物であることを
必ず確かめてください。

（例）
　（構造設計一級建築士）
●木造で高さ13mまたは軒
高9mを超えるもの＊、鉄骨
造で4階建て以上のもの、
鉄骨鉄筋コンクリート造で
高さ20mを超えるもの等

　（設備設計一級建築士）
●階数が3以上で床面積の合
計が5,000m2を超えるもの

構造設計一級建築士、設備
設計一級建築士による設計
への関与が義務づけられる
建築物

一級・二級・木造建築士で
なければ設計・工事監理を
行うことができない建築物

（例）
●2階建てまでの木造建築物
で延べ面積が100m2を超
え300m2以内のもの

一級・二級建築士でなけれ
ば設計・工事監理を行うこ
とができない建築物

（例）
●鉄筋コンクリート造、鉄骨
造等で延べ面積が30m2を
超え300m2以内のもの

（例）
●高さ13mまたは軒高9mを
超えるもの（法改正により
令和７年４月１日から「高さ
16ｍをこえるもの」）
●鉄筋コンクリート造、鉄骨
造等で延べ面積が300m2
を超えるもの

一級建築士でなければ設
計・工事監理を行うことが
できない建築物

工事監理体制その他
工事監理方針につい
て建築主に説明する
業務

施工図等が設計図書
の内容に適合してい
るのかの検討、建築
主へ報告する業務

工事が設計図書のと
おりであることの確
認をする業務

工事監理報告書等の
建築主への提出

「工事監理」とは工事を設計図書と照合し、工事が
設計図書のとおりに実施されているかどうかを確
認することです。
この工事監理は、建築物の安全性等を確保するた
めには確実に実施されなければなりません。
そこで、建築基準法では、工事監理者を定めなけ
ればならないと定められています。
中間検査や完了検査の申請の際には申請書の中に

工事監理の状況の報告を記載しなければならない
こととなっています。したがって、建築士に工事
監理を依頼し、その内容を報告してもらう必要が
あります。
設計・工事監理の依頼に当たっては建築設計関連
団体が標準契約約款を整備しているので、それを
活用することができます。また、その報酬について
は国土交通大臣の定めた報酬の基準があります。

建築士法では、「設計」とは設計図書を作成するこ
ととされています。
設計図書とは建築工事実施のために必要な図面と
仕様書のことです。
この設計図書が適切に作成されていなければ、そ

の設計図書に基づいて行われる工事監理業務に支
障が生じることとなります。安全で安心な建築物
を建てるためには、建築士に設計を依頼し、適切
な設計図書を作成してもらうことが必要といえま
す。

中間検査

完了検査

計画概要

許 可 等

確　　認 確認日：○年○月○日　　番号：□□□□□
確認者：××　××

建築主：□□　□□ 建築物の概要
設計者：○○　○○ 　建築面積：□
監理者：◇◇　◇◇ 　延べ面積：□
施工者：△△　△△ 　高さ、階数、構造、
 　用途‥‥‥

検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
工　程：‥‥‥‥‥‥

検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
工　程：‥‥‥‥‥‥
検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
許可事項：‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

建築物を建築しようとする人は、都道府県や市区
町村の建築主事等または指定確認検査機関に確認
申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合して
いることの審査を受けなければなりません。一定
規模以上の建築物は、構造計算適合性判定の申請
も必要となります。

❶建築物の安全・衛生を確保するための基準
建築物の使用者の生命、健康等を守るための次のような基準で、すべての建築物に適用されます。

❷市街地の安全・環境を確保するための基準
良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域及び準都市計画区
域内の建築物に適用されます。

建築確認を行わなければならない建築物について
は、工事が完了した段階で、建築主事等や指定確
認検査機関の検査を受けなければなりません。

高度な構造計算を要する一定規模以上＊の建築物に対し、都道府県
知事または指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定
が義務付けられています。これは、より安全・安心な建築物の建築
を目指し、建築主事等が行うチェックに、指定構造計算適合性判定
機関等によるチェックを加えた制度です。
平成27年6月1日以降は、建築主が指定構造計算適合性判定機関
等に直接申請する制度に改められました。

＊一定規模以上…木造で高さ13ｍ超または軒高9ｍ超（法改正により令和7年4月
1日から「木造で高さ16ｍ超」）、鉄骨造で4階以上、鉄筋コンクリート造で高さ
20m超の建築物等が対象になります。

特定工程＊を含む建築物については、特定工程が
終了した段階で、建築主事等や指定確認検査機関
の検査を受けなければなりません。

＊特定工程…建築基準法第７条の３第１項で定められており、
法定化された特定工程と特定行政庁が指定する特定工程が
あります。

建築計画の作成

建築着工

工事完了

使用開始

指定確認
検査機関

建築主事等

指定確認
検査機関

建築主事等

指定確認
検査機関

必要に応じて指定構造計算
適合性判定機関等による

適合判定通知書

建築主事等❶
建
築
確
認

❷
中
間
検
査

❸
完
了
検
査

地震による被害例
（能登半島地震）

建築士法では、建築物の安全性などの質の向上
を図るために、建築士など、設計・工事監理を行
う技術者の資格が定められています。建築士に
は一級建築士、二級建築士及び木造建築士の３
種類あり、建築物の規模、用途、構造に応じて、
それぞれ設計・工事監理を行うことができる建
築物が定められています。建築基準法において

も、建築士法に違反して設計された建築物につ
いての確認申請書の受理や工事の施工を禁止
しています。
また、一定規模以上の構造設計、設備設計に関
してはそれぞれ構造設計一級建築士、設備設計
一級建築士による設計への関与が義務づけら
れています。

＊法改正により令和7年4月1日から「木造で高さ16ｍを超えるもの」

省エネ基準適合義務等について

2025年4月1日からのルール改正のポイント
2025年4月以降に工事に着手するものが対象です。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.htmlhttps://shoenehou-online.jp/
【解説動画】 【テキスト】

建築物省エネ法　オンライン講座 建築物省エネ法　資料ライブラリー

①省エネ適判手続きが必要になり
ます。
②仕様基準で評価する場合は省エ
ネ適判は不要です。

全ての新築で
省エネ基準適合を義務化！

木造戸建住宅＊の
建築確認手続き等を見直し!

木造戸建住宅の
壁量計算等を見直し!

①「建築確認」が必要な対象範囲を
拡大します。

②「審査省略」の対象範囲を限定し
ます。
③構造・省エネ関連の図書等の提出
が必要になります。

・算定式に基づき、壁量および柱の
小径を算定
・表計算ツール・早見表  
（試算例）を使用可能

重い屋根・軽い屋根等の区分を廃止

3つめ2つめ1つめ

＊階数2以上又は延べ面積200m2超

二重チェックが
必要です

建築主事等
または
指定確認
検査機関

指定構造計算
適合性

判定機関等

建築士と設計・工事監理建築の手続き 図書の閲覧制度建築基準法の概要



地震、台風、積雪等に対する

建築物の
安全性の基準

火災による延焼、倒壊の防止、
階段等の避難施設の設置等に関する

火災時の
安全性の基準

居室の採光、換気、
給排水設備、衛生設備等の

環境衛生に
関する基準

敷地が一定の幅員以上の
道路に接することを
求める基準

都市計画において
定められた用途地域ごとに
建築することができる
建築物に関する基準

建築物の容積率
建蔽率の制限
高さの制限、日影規制 等に
関する基準

❶建築確認

❷中間検査

❸完了検査

構造計算適合性判定について

または

または

または

確認済証

中間検査
合格証

検査済証

住宅などの建築物を購入したり、賃借す
るときには、その建築物が建築確認や中
間検査、完了検査が行われたものである
かどうかの情報を得ることが重要です。
また、周囲で建築が行われようとすると
きに、その建築物がどのようなものであ
るかを知ることも必要でしょう。
このような観点から、建築基準法では、
右のような事項について都道府県や建築
主事等のいる市区町村において閲覧でき
るようになっています。

建築物の安全性などを確保するために、建
築物を建てる際には、行政の建築主事等ま
たは民間の指定確認検査機関による審査や
検査を受け、一定規模以上の建築物は、指
定構造計算適合性判定機関等の判定を受け
なければならないこととなっています。

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を
守るため、建築物に求められる性能などの
うち、建築物やそれによって構成される市
街地の安全、衛生等を確保するために必要
な基準が定められています。

❶ 設計

❷ 工事監理

工事監理の標準的な業務内容

閲覧内容のイメージ

以上のように、建築基準法・建築士法は
建築物を安全に建てるために
いろいろな手続きを定めています。
家を買う場合や、手続きを業者に委託して
家を建てる場合などには
確認済証・検査済証・工事監理報告書等により
適法で安全な建築物であることを
必ず確かめてください。

（例）
　（構造設計一級建築士）
●木造で高さ13mまたは軒
高9mを超えるもの＊、鉄骨
造で4階建て以上のもの、
鉄骨鉄筋コンクリート造で
高さ20mを超えるもの等

　（設備設計一級建築士）
●階数が3以上で床面積の合
計が5,000m2を超えるもの

構造設計一級建築士、設備
設計一級建築士による設計
への関与が義務づけられる
建築物

一級・二級・木造建築士で
なければ設計・工事監理を
行うことができない建築物

（例）
●2階建てまでの木造建築物
で延べ面積が100m2を超
え300m2以内のもの

一級・二級建築士でなけれ
ば設計・工事監理を行うこ
とができない建築物

（例）
●鉄筋コンクリート造、鉄骨
造等で延べ面積が30m2を
超え300m2以内のもの

（例）
●高さ13mまたは軒高9mを
超えるもの（法改正により
令和７年４月１日から「高さ
16ｍをこえるもの」）
●鉄筋コンクリート造、鉄骨
造等で延べ面積が300m2
を超えるもの

一級建築士でなければ設
計・工事監理を行うことが
できない建築物

工事監理体制その他
工事監理方針につい
て建築主に説明する
業務

施工図等が設計図書
の内容に適合してい
るのかの検討、建築
主へ報告する業務

工事が設計図書のと
おりであることの確
認をする業務

工事監理報告書等の
建築主への提出

「工事監理」とは工事を設計図書と照合し、工事が
設計図書のとおりに実施されているかどうかを確
認することです。
この工事監理は、建築物の安全性等を確保するた
めには確実に実施されなければなりません。
そこで、建築基準法では、工事監理者を定めなけ
ればならないと定められています。
中間検査や完了検査の申請の際には申請書の中に

工事監理の状況の報告を記載しなければならない
こととなっています。したがって、建築士に工事
監理を依頼し、その内容を報告してもらう必要が
あります。
設計・工事監理の依頼に当たっては建築設計関連
団体が標準契約約款を整備しているので、それを
活用することができます。また、その報酬について
は国土交通大臣の定めた報酬の基準があります。

建築士法では、「設計」とは設計図書を作成するこ
ととされています。
設計図書とは建築工事実施のために必要な図面と
仕様書のことです。
この設計図書が適切に作成されていなければ、そ

の設計図書に基づいて行われる工事監理業務に支
障が生じることとなります。安全で安心な建築物
を建てるためには、建築士に設計を依頼し、適切
な設計図書を作成してもらうことが必要といえま
す。

中間検査

完了検査

計画概要

許 可 等

確　　認 確認日：○年○月○日　　番号：□□□□□
確認者：××　××

建築主：□□　□□ 建築物の概要
設計者：○○　○○ 　建築面積：□
監理者：◇◇　◇◇ 　延べ面積：□
施工者：△△　△△ 　高さ、階数、構造、
 　用途‥‥‥

検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
工　程：‥‥‥‥‥‥

検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
工　程：‥‥‥‥‥‥
検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
許可事項：‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

建築物を建築しようとする人は、都道府県や市区
町村の建築主事等または指定確認検査機関に確認
申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合して
いることの審査を受けなければなりません。一定
規模以上の建築物は、構造計算適合性判定の申請
も必要となります。

❶建築物の安全・衛生を確保するための基準
建築物の使用者の生命、健康等を守るための次のような基準で、すべての建築物に適用されます。

❷市街地の安全・環境を確保するための基準
良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域及び準都市計画区
域内の建築物に適用されます。

建築確認を行わなければならない建築物について
は、工事が完了した段階で、建築主事等や指定確
認検査機関の検査を受けなければなりません。

高度な構造計算を要する一定規模以上＊の建築物に対し、都道府県
知事または指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定
が義務付けられています。これは、より安全・安心な建築物の建築
を目指し、建築主事等が行うチェックに、指定構造計算適合性判定
機関等によるチェックを加えた制度です。
平成27年6月1日以降は、建築主が指定構造計算適合性判定機関
等に直接申請する制度に改められました。

＊一定規模以上…木造で高さ13ｍ超または軒高9ｍ超（法改正により令和7年4月
1日から「木造で高さ16ｍ超」）、鉄骨造で4階以上、鉄筋コンクリート造で高さ
20m超の建築物等が対象になります。

特定工程＊を含む建築物については、特定工程が
終了した段階で、建築主事等や指定確認検査機関
の検査を受けなければなりません。

＊特定工程…建築基準法第７条の３第１項で定められており、
法定化された特定工程と特定行政庁が指定する特定工程が
あります。

建築計画の作成

建築着工

工事完了

使用開始

指定確認
検査機関

建築主事等

指定確認
検査機関

建築主事等

指定確認
検査機関

必要に応じて指定構造計算
適合性判定機関等による

適合判定通知書

建築主事等❶
建
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確
認

❷
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地震による被害例
（能登半島地震）

建築士法では、建築物の安全性などの質の向上
を図るために、建築士など、設計・工事監理を行
う技術者の資格が定められています。建築士に
は一級建築士、二級建築士及び木造建築士の３
種類あり、建築物の規模、用途、構造に応じて、
それぞれ設計・工事監理を行うことができる建
築物が定められています。建築基準法において

も、建築士法に違反して設計された建築物につ
いての確認申請書の受理や工事の施工を禁止
しています。
また、一定規模以上の構造設計、設備設計に関
してはそれぞれ構造設計一級建築士、設備設計
一級建築士による設計への関与が義務づけら
れています。

＊法改正により令和7年4月1日から「木造で高さ16ｍを超えるもの」

省エネ基準適合義務等について

2025年4月1日からのルール改正のポイント
2025年4月以降に工事に着手するものが対象です。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.htmlhttps://shoenehou-online.jp/
【解説動画】 【テキスト】

建築物省エネ法　オンライン講座 建築物省エネ法　資料ライブラリー

①省エネ適判手続きが必要になり
ます。
②仕様基準で評価する場合は省エ
ネ適判は不要です。

全ての新築で
省エネ基準適合を義務化！

木造戸建住宅＊の
建築確認手続き等を見直し!

木造戸建住宅の
壁量計算等を見直し!

①「建築確認」が必要な対象範囲を
拡大します。

②「審査省略」の対象範囲を限定し
ます。
③構造・省エネ関連の図書等の提出
が必要になります。

・算定式に基づき、壁量および柱の
小径を算定
・表計算ツール・早見表  
（試算例）を使用可能

重い屋根・軽い屋根等の区分を廃止

3つめ2つめ1つめ

＊階数2以上又は延べ面積200m2超

二重チェックが
必要です

建築主事等
または
指定確認
検査機関

指定構造計算
適合性

判定機関等

建築士と設計・工事監理建築の手続き 図書の閲覧制度建築基準法の概要



地震、台風、積雪等に対する

建築物の
安全性の基準

火災による延焼、倒壊の防止、
階段等の避難施設の設置等に関する

火災時の
安全性の基準

居室の採光、換気、
給排水設備、衛生設備等の

環境衛生に
関する基準

敷地が一定の幅員以上の
道路に接することを
求める基準

都市計画において
定められた用途地域ごとに
建築することができる
建築物に関する基準

建築物の容積率
建蔽率の制限
高さの制限、日影規制 等に
関する基準

❶建築確認

❷中間検査

❸完了検査

構造計算適合性判定について

または

または

または

確認済証

中間検査
合格証

検査済証

住宅などの建築物を購入したり、賃借す
るときには、その建築物が建築確認や中
間検査、完了検査が行われたものである
かどうかの情報を得ることが重要です。
また、周囲で建築が行われようとすると
きに、その建築物がどのようなものであ
るかを知ることも必要でしょう。
このような観点から、建築基準法では、
右のような事項について都道府県や建築
主事等のいる市区町村において閲覧でき
るようになっています。

建築物の安全性などを確保するために、建
築物を建てる際には、行政の建築主事等ま
たは民間の指定確認検査機関による審査や
検査を受け、一定規模以上の建築物は、指
定構造計算適合性判定機関等の判定を受け
なければならないこととなっています。

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を
守るため、建築物に求められる性能などの
うち、建築物やそれによって構成される市
街地の安全、衛生等を確保するために必要
な基準が定められています。

❶ 設計

❷ 工事監理

工事監理の標準的な業務内容

閲覧内容のイメージ

以上のように、建築基準法・建築士法は
建築物を安全に建てるために
いろいろな手続きを定めています。
家を買う場合や、手続きを業者に委託して
家を建てる場合などには
確認済証・検査済証・工事監理報告書等により
適法で安全な建築物であることを
必ず確かめてください。

（例）
　（構造設計一級建築士）
●木造で高さ13mまたは軒
高9mを超えるもの＊、鉄骨
造で4階建て以上のもの、
鉄骨鉄筋コンクリート造で
高さ20mを超えるもの等

　（設備設計一級建築士）
●階数が3以上で床面積の合
計が5,000m2を超えるもの

構造設計一級建築士、設備
設計一級建築士による設計
への関与が義務づけられる
建築物

一級・二級・木造建築士で
なければ設計・工事監理を
行うことができない建築物

（例）
●2階建てまでの木造建築物
で延べ面積が100m2を超
え300m2以内のもの

一級・二級建築士でなけれ
ば設計・工事監理を行うこ
とができない建築物

（例）
●鉄筋コンクリート造、鉄骨
造等で延べ面積が30m2を
超え300m2以内のもの

（例）
●高さ13mまたは軒高9mを
超えるもの（法改正により
令和７年４月１日から「高さ
16ｍをこえるもの」）
●鉄筋コンクリート造、鉄骨
造等で延べ面積が300m2
を超えるもの

一級建築士でなければ設
計・工事監理を行うことが
できない建築物

工事監理体制その他
工事監理方針につい
て建築主に説明する
業務

施工図等が設計図書
の内容に適合してい
るのかの検討、建築
主へ報告する業務

工事が設計図書のと
おりであることの確
認をする業務

工事監理報告書等の
建築主への提出

「工事監理」とは工事を設計図書と照合し、工事が
設計図書のとおりに実施されているかどうかを確
認することです。
この工事監理は、建築物の安全性等を確保するた
めには確実に実施されなければなりません。
そこで、建築基準法では、工事監理者を定めなけ
ればならないと定められています。
中間検査や完了検査の申請の際には申請書の中に

工事監理の状況の報告を記載しなければならない
こととなっています。したがって、建築士に工事
監理を依頼し、その内容を報告してもらう必要が
あります。
設計・工事監理の依頼に当たっては建築設計関連
団体が標準契約約款を整備しているので、それを
活用することができます。また、その報酬について
は国土交通大臣の定めた報酬の基準があります。

建築士法では、「設計」とは設計図書を作成するこ
ととされています。
設計図書とは建築工事実施のために必要な図面と
仕様書のことです。
この設計図書が適切に作成されていなければ、そ

の設計図書に基づいて行われる工事監理業務に支
障が生じることとなります。安全で安心な建築物
を建てるためには、建築士に設計を依頼し、適切
な設計図書を作成してもらうことが必要といえま
す。

中間検査

完了検査

計画概要

許 可 等

確　　認 確認日：○年○月○日　　番号：□□□□□
確認者：××　××

建築主：□□　□□ 建築物の概要
設計者：○○　○○ 　建築面積：□
監理者：◇◇　◇◇ 　延べ面積：□
施工者：△△　△△ 　高さ、階数、構造、
 　用途‥‥‥

検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
工　程：‥‥‥‥‥‥

検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
工　程：‥‥‥‥‥‥
検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
許可事項：‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

建築物を建築しようとする人は、都道府県や市区
町村の建築主事等または指定確認検査機関に確認
申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合して
いることの審査を受けなければなりません。一定
規模以上の建築物は、構造計算適合性判定の申請
も必要となります。

❶建築物の安全・衛生を確保するための基準
建築物の使用者の生命、健康等を守るための次のような基準で、すべての建築物に適用されます。

❷市街地の安全・環境を確保するための基準
良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域及び準都市計画区
域内の建築物に適用されます。

建築確認を行わなければならない建築物について
は、工事が完了した段階で、建築主事等や指定確
認検査機関の検査を受けなければなりません。

高度な構造計算を要する一定規模以上＊の建築物に対し、都道府県
知事または指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定
が義務付けられています。これは、より安全・安心な建築物の建築
を目指し、建築主事等が行うチェックに、指定構造計算適合性判定
機関等によるチェックを加えた制度です。
平成27年6月1日以降は、建築主が指定構造計算適合性判定機関
等に直接申請する制度に改められました。

＊一定規模以上…木造で高さ13ｍ超または軒高9ｍ超（法改正により令和7年4月
1日から「木造で高さ16ｍ超」）、鉄骨造で4階以上、鉄筋コンクリート造で高さ
20m超の建築物等が対象になります。

特定工程＊を含む建築物については、特定工程が
終了した段階で、建築主事等や指定確認検査機関
の検査を受けなければなりません。

＊特定工程…建築基準法第７条の３第１項で定められており、
法定化された特定工程と特定行政庁が指定する特定工程が
あります。

建築計画の作成

建築着工

工事完了

使用開始

指定確認
検査機関

建築主事等

指定確認
検査機関

建築主事等

指定確認
検査機関

必要に応じて指定構造計算
適合性判定機関等による

適合判定通知書

建築主事等❶
建
築
確
認

❷
中
間
検
査

❸
完
了
検
査

地震による被害例
（能登半島地震）

建築士法では、建築物の安全性などの質の向上
を図るために、建築士など、設計・工事監理を行
う技術者の資格が定められています。建築士に
は一級建築士、二級建築士及び木造建築士の３
種類あり、建築物の規模、用途、構造に応じて、
それぞれ設計・工事監理を行うことができる建
築物が定められています。建築基準法において

も、建築士法に違反して設計された建築物につ
いての確認申請書の受理や工事の施工を禁止
しています。
また、一定規模以上の構造設計、設備設計に関
してはそれぞれ構造設計一級建築士、設備設計
一級建築士による設計への関与が義務づけら
れています。

＊法改正により令和7年4月1日から「木造で高さ16ｍを超えるもの」

省エネ基準適合義務等について

2025年4月1日からのルール改正のポイント
2025年4月以降に工事に着手するものが対象です。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.htmlhttps://shoenehou-online.jp/
【解説動画】 【テキスト】

建築物省エネ法　オンライン講座 建築物省エネ法　資料ライブラリー

①省エネ適判手続きが必要になり
ます。
②仕様基準で評価する場合は省エ
ネ適判は不要です。

全ての新築で
省エネ基準適合を義務化！

木造戸建住宅＊の
建築確認手続き等を見直し!

木造戸建住宅の
壁量計算等を見直し!

①「建築確認」が必要な対象範囲を
拡大します。

②「審査省略」の対象範囲を限定し
ます。
③構造・省エネ関連の図書等の提出
が必要になります。

・算定式に基づき、壁量および柱の
小径を算定
・表計算ツール・早見表  
（試算例）を使用可能

重い屋根・軽い屋根等の区分を廃止

3つめ2つめ1つめ

＊階数2以上又は延べ面積200m2超

二重チェックが
必要です

建築主事等
または
指定確認
検査機関

指定構造計算
適合性

判定機関等

建築士と設計・工事監理建築の手続き 図書の閲覧制度建築基準法の概要



地震、台風、積雪等に対する

建築物の
安全性の基準

火災による延焼、倒壊の防止、
階段等の避難施設の設置等に関する

火災時の
安全性の基準

居室の採光、換気、
給排水設備、衛生設備等の

環境衛生に
関する基準

敷地が一定の幅員以上の
道路に接することを
求める基準

都市計画において
定められた用途地域ごとに
建築することができる
建築物に関する基準

建築物の容積率
建蔽率の制限
高さの制限、日影規制 等に
関する基準

❶建築確認

❷中間検査

❸完了検査

構造計算適合性判定について

または

または

または

確認済証

中間検査
合格証

検査済証

住宅などの建築物を購入したり、賃借す
るときには、その建築物が建築確認や中
間検査、完了検査が行われたものである
かどうかの情報を得ることが重要です。
また、周囲で建築が行われようとすると
きに、その建築物がどのようなものであ
るかを知ることも必要でしょう。
このような観点から、建築基準法では、
右のような事項について都道府県や建築
主事等のいる市区町村において閲覧でき
るようになっています。

建築物の安全性などを確保するために、建
築物を建てる際には、行政の建築主事等ま
たは民間の指定確認検査機関による審査や
検査を受け、一定規模以上の建築物は、指
定構造計算適合性判定機関等の判定を受け
なければならないこととなっています。

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を
守るため、建築物に求められる性能などの
うち、建築物やそれによって構成される市
街地の安全、衛生等を確保するために必要
な基準が定められています。

❶ 設計

❷ 工事監理

工事監理の標準的な業務内容

閲覧内容のイメージ

以上のように、建築基準法・建築士法は
建築物を安全に建てるために
いろいろな手続きを定めています。
家を買う場合や、手続きを業者に委託して
家を建てる場合などには
確認済証・検査済証・工事監理報告書等により
適法で安全な建築物であることを
必ず確かめてください。

（例）
　（構造設計一級建築士）
●木造で高さ13mまたは軒
高9mを超えるもの＊、鉄骨
造で4階建て以上のもの、
鉄骨鉄筋コンクリート造で
高さ20mを超えるもの等

　（設備設計一級建築士）
●階数が3以上で床面積の合
計が5,000m2を超えるもの

構造設計一級建築士、設備
設計一級建築士による設計
への関与が義務づけられる
建築物

一級・二級・木造建築士で
なければ設計・工事監理を
行うことができない建築物

（例）
●2階建てまでの木造建築物
で延べ面積が100m2を超
え300m2以内のもの

一級・二級建築士でなけれ
ば設計・工事監理を行うこ
とができない建築物

（例）
●鉄筋コンクリート造、鉄骨
造等で延べ面積が30m2を
超え300m2以内のもの

（例）
●高さ13mまたは軒高9mを
超えるもの（法改正により
令和７年４月１日から「高さ
16ｍをこえるもの」）
●鉄筋コンクリート造、鉄骨
造等で延べ面積が300m2
を超えるもの

一級建築士でなければ設
計・工事監理を行うことが
できない建築物

工事監理体制その他
工事監理方針につい
て建築主に説明する
業務

施工図等が設計図書
の内容に適合してい
るのかの検討、建築
主へ報告する業務

工事が設計図書のと
おりであることの確
認をする業務

工事監理報告書等の
建築主への提出

「工事監理」とは工事を設計図書と照合し、工事が
設計図書のとおりに実施されているかどうかを確
認することです。
この工事監理は、建築物の安全性等を確保するた
めには確実に実施されなければなりません。
そこで、建築基準法では、工事監理者を定めなけ
ればならないと定められています。
中間検査や完了検査の申請の際には申請書の中に

工事監理の状況の報告を記載しなければならない
こととなっています。したがって、建築士に工事
監理を依頼し、その内容を報告してもらう必要が
あります。
設計・工事監理の依頼に当たっては建築設計関連
団体が標準契約約款を整備しているので、それを
活用することができます。また、その報酬について
は国土交通大臣の定めた報酬の基準があります。

建築士法では、「設計」とは設計図書を作成するこ
ととされています。
設計図書とは建築工事実施のために必要な図面と
仕様書のことです。
この設計図書が適切に作成されていなければ、そ

の設計図書に基づいて行われる工事監理業務に支
障が生じることとなります。安全で安心な建築物
を建てるためには、建築士に設計を依頼し、適切
な設計図書を作成してもらうことが必要といえま
す。

中間検査

完了検査

計画概要

許 可 等

確　　認 確認日：○年○月○日　　番号：□□□□□
確認者：××　××

建築主：□□　□□ 建築物の概要
設計者：○○　○○ 　建築面積：□
監理者：◇◇　◇◇ 　延べ面積：□
施工者：△△　△△ 　高さ、階数、構造、
 　用途‥‥‥

検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
工　程：‥‥‥‥‥‥

検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
工　程：‥‥‥‥‥‥
検査日：○年○月○日　　番号：□□□□□
検査者：××　××
許可事項：‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

建築物を建築しようとする人は、都道府県や市区
町村の建築主事等または指定確認検査機関に確認
申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合して
いることの審査を受けなければなりません。一定
規模以上の建築物は、構造計算適合性判定の申請
も必要となります。

❶建築物の安全・衛生を確保するための基準
建築物の使用者の生命、健康等を守るための次のような基準で、すべての建築物に適用されます。

❷市街地の安全・環境を確保するための基準
良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域及び準都市計画区
域内の建築物に適用されます。

建築確認を行わなければならない建築物について
は、工事が完了した段階で、建築主事等や指定確
認検査機関の検査を受けなければなりません。

高度な構造計算を要する一定規模以上＊の建築物に対し、都道府県
知事または指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定
が義務付けられています。これは、より安全・安心な建築物の建築
を目指し、建築主事等が行うチェックに、指定構造計算適合性判定
機関等によるチェックを加えた制度です。
平成27年6月1日以降は、建築主が指定構造計算適合性判定機関
等に直接申請する制度に改められました。

＊一定規模以上…木造で高さ13ｍ超または軒高9ｍ超（法改正により令和7年4月
1日から「木造で高さ16ｍ超」）、鉄骨造で4階以上、鉄筋コンクリート造で高さ
20m超の建築物等が対象になります。

特定工程＊を含む建築物については、特定工程が
終了した段階で、建築主事等や指定確認検査機関
の検査を受けなければなりません。

＊特定工程…建築基準法第７条の３第１項で定められており、
法定化された特定工程と特定行政庁が指定する特定工程が
あります。

建築計画の作成

建築着工

工事完了

使用開始

指定確認
検査機関

建築主事等

指定確認
検査機関

建築主事等

指定確認
検査機関

必要に応じて指定構造計算
適合性判定機関等による

適合判定通知書

建築主事等❶
建
築
確
認

❷
中
間
検
査

❸
完
了
検
査

地震による被害例
（能登半島地震）

建築士法では、建築物の安全性などの質の向上
を図るために、建築士など、設計・工事監理を行
う技術者の資格が定められています。建築士に
は一級建築士、二級建築士及び木造建築士の３
種類あり、建築物の規模、用途、構造に応じて、
それぞれ設計・工事監理を行うことができる建
築物が定められています。建築基準法において

も、建築士法に違反して設計された建築物につ
いての確認申請書の受理や工事の施工を禁止
しています。
また、一定規模以上の構造設計、設備設計に関
してはそれぞれ構造設計一級建築士、設備設計
一級建築士による設計への関与が義務づけら
れています。

＊法改正により令和7年4月1日から「木造で高さ16ｍを超えるもの」

省エネ基準適合義務等について

2025年4月1日からのルール改正のポイント
2025年4月以降に工事に着手するものが対象です。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.htmlhttps://shoenehou-online.jp/
【解説動画】 【テキスト】

建築物省エネ法　オンライン講座 建築物省エネ法　資料ライブラリー

①省エネ適判手続きが必要になり
ます。
②仕様基準で評価する場合は省エ
ネ適判は不要です。

全ての新築で
省エネ基準適合を義務化！

木造戸建住宅＊の
建築確認手続き等を見直し!

木造戸建住宅の
壁量計算等を見直し!

①「建築確認」が必要な対象範囲を
拡大します。

②「審査省略」の対象範囲を限定し
ます。
③構造・省エネ関連の図書等の提出
が必要になります。

・算定式に基づき、壁量および柱の
小径を算定
・表計算ツール・早見表  
（試算例）を使用可能

重い屋根・軽い屋根等の区分を廃止

3つめ2つめ1つめ

＊階数2以上又は延べ面積200m2超

二重チェックが
必要です

建築主事等
または
指定確認
検査機関

指定構造計算
適合性

判定機関等

建築士と設計・工事監理建築の手続き 図書の閲覧制度建築基準法の概要



あなたの住宅・店舗・事務所等を
安全に建てるための

（令和６年度版）

日本建築行政会議
国 土 交 通 省

◎このチェックリストで行っていないことがありましたら、もう一度確かめて必ず実施してください。

あなたの建築物が完成されました。
あなたには、確認済証・中間検査合格証・検査済証が交付されています。
大事に保管してください。
これらは住宅ローンの融資を受ける場合などや、
将来建築物を売買したり、増改築する場合などに大切な書類となります。

お問い合わせ先 相談窓口

建築基準法の役割

●建築基準法

●情報の公開・違反者への罰則など

●建築基準法のチェックは、次の3段階で行われます。

建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や
火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに
関する必要な基準が定められています。
建築物を建てる場合には、必ず守らなければなりません。

建築確認

中間検査＊

完了検査

＊中間検査は一定の規模、構造をもつ共同住宅等に対して法で定められた工程と、都道府県や
　建築主事等（建築主事又は建築副主事）のいる市区町村が指定した建築物の、指定された工
　程について行われます。

建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の
基準に適合しているかを確認します。

工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に
適合しているかを検査します。

安全性に深く関わる工程については、その工程が終
わった段階で、その建築物が法令の基準に適合して
いるかを検査します。

建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載
され、都道府県や建築主事等＊のいる市区町村で閲
覧できるようになっています。
また、違反建築物の建築主などへの罰則の規定が
設けられています。

＊建築物の計画が建築基準関係規定に適合していることを審査
する資格者。

建築工事の流れ 建築士の役割

●設計

●工事監理

建築計画の作成

建築着工

建築工事

工事完了

完成・使用開始

建築確認

中間検査

完了検査

建築確認申請

確認済証

中間検査
申請

完了検査申請

検査済証

中間検査
合格証

建築基準法を遵守しながら、安全性や機
能性などを考慮し、建築物の設計図書を
作成します。

工事監理とは、工事を設計図書と照合し、
工事が設計図書のとおり実施されている
かどうかを確認することをいいます。
工事を行うためには工事監理者を選定し
なければなりません。
工事監理は設計者に依頼する場合もあり
ますが、別の建築士を選定してもかまい
ません。

建築物を安全に建てるための建築基準法・建築士法 ●建築物を安全に建てるためのチェックリスト●

◎このチェックリストで行っていないことがありましたら、もう一度確かめて必ず実施してください。

設計・工事監理の依頼

工事監理は建築物に応じた資格を持つ建築士に依頼しましたか？

一級建築士・二級建築士・木造建築士設計は建築物に応じた資格を持つ建築士に依頼しましたか？

一級建築士・二級建築士・木造建築士契約前にあらかじめ重要事項説明を受けましたか？

中間検査の申請は行いましたか？

検査済証の交付を受けましたか？

完了検査の申請は行いましたか？

図書の作成・確認申請

中間検査合格証の交付を受けましたか？

一級建築士・二級建築士・木造建築士

中間検査が必要かどうか確かめましたか？

工事監理報告書等の提出はありましたか？

工事監理の委託を受けた旨の書面を建築士事務所から受け取りましたか？

工事監理

検　　査

設計図書の内容の説明はありましたか？

確認済証の交付を受けましたか？

設計の委託を受けた旨の書面を建築士事務所から受け取りましたか？

建築確認の申請は行いましたか？

一定の構造計算が必要な建築物について構造計算適合性判定の申請は行いましたか？


